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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年６月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和２年３月２７日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 青森県横浜町横浜漁港南西方沖 

 陸奥横浜港西防波堤灯台から真方位２２２°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°０４.０′ 東経１４１°１３.１′） 

事故の概要  プレジャーボート第３太陽
たいよう

丸は、釣りをしながら漂泊中、高波を受

けて転覆し、船長が低体温症により死亡した。 

事故調査の経過  令和２年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 第３太陽丸、５トン未満 

 ２１２－６４３４青森、個人所有 

 ３.２４ｍ（Lr）×１.２０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７.１kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 ７９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５９年５月２５日 

  免許証交付日 平成３１年２月８日 

         （令和６年１０月５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機等に濡れ損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約０.５ｍ、水温 約７℃ 

 横浜町には、強風注意報が、３月２６日１３時１３分に発表され、

１６時２４分に解除された後、２７日２０時２７分に再び発表されて

いた。 

 事故の経過 

 

 

 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人が同乗し、釣りの目的

で、令和２年３月２７日０７時３０分ごろ横浜漁港北部の定係地を出

発し、釣り場に向かった。 

 本船は、横浜漁港南西方沖の釣り場に到着し、左舷中央からシーア

ンカーを出して漂泊したのち、船首が西方を向いた状態で、船長が左
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舷船尾で左舷側を向き、同乗者が船体中央よりやや前方で同じく左舷

側を向いて釣りをしていたところ、左舷船尾から突然の高波を受けて

左回頭して船首が南西方を向いた後、０８時３０分ごろ左舷正横から

再度高波を受けて右舷側に転覆した。 

 同乗者は、船外に投げ出された後、慌てず救助を待つように船長に

言われ、船長とともに転覆して浮いていた本船につかまって救助を待

ち、付近に見えた漁船に向かって泳ぎ、同漁船に救助されて横浜漁港

に運ばれ、救急車で病院へ搬送された。 

 本事故の発生は、所属の漁船から無線連絡を受けた横浜町漁業協同

組合を経て海上保安庁に通報された。 

 船長は、来援した横浜町漁業協同組合の指導船に救助されて横浜漁

港に運ばれ、救急車で病院に搬送されたものの、医師により低体温症

による死亡と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、約５０年間週に１回から３回程度、陸奥湾で釣りをしてい

た。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 船長及び同乗者は、緊急時に救助を要請できる機器等を所持してい

なかった。 

 船長の家族によれば、船長は、慎重な性格で、本事故発生の前日ま

で天候が悪かったので約１週間釣りに行っておらず、本事故当日も自

宅を出る前に気象情報及び潮汐を入念に調べていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 本船は、横浜漁港南西方沖において、船首を西方に向け、釣りをし

ながら漂泊中、左舷船尾から突然の高波を受けたことから、左回頭し

たのち、左舷正横から再度高波を受け、右舷側に転覆したものと考え

られる。 

 発生場所付近は、横浜町に２６日１６時２４分から２７日２０時２

７分までの間はいずれの気象注意報等も発表されておらず、本事故当

時の海象も穏やかであり、本船が転覆に至る高波が発生した状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、横浜漁港南西方沖において、釣りをしながら漂

泊中、左舷船尾から突然の高波を受けたことにより、左回頭したの

ち、左舷正横から再度高波を受け、右舷側に転覆したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 
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 ・防水型携帯電話を所持するなど連絡手段を確保すること。 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

青森県 

事故発生場所 

（令和２年３月２７日 

０８時３０分ごろ発生） 

陸奥横浜港西防波堤灯台 


